
義務教育諸学校における校長再任用制度について 

義務教育課 

 

 

１ 校長再任用制度試行の目的 

 ・学校は様々な課題への対応が必要となってきており、校長は、これまで以上にリーダーシップ、マ

ネジメント力を発揮して教員が授業に打ち込める環境をつくることが大切になっている。 

・一方、校長、教職員の大量退職時代を迎えており、学校経営等の知識・技能を伝播できる環境を整

え、管理職の人材確保、人材育成を進めることが難しくなっている。 

 ・このような中、豊かな教育経験やマネジメント力をもつ校長の再任用を試行実施し、教育課題への

対応を図るとともに、配置の効果について評価を行うこととした。 

 

２ 試行実施の規模と概要 

 ・平成 29年度に、４名の再任用校長を配置。学力向上、学校分離、小中一貫教育の推進等、各校の課

題解決を推進。 

 ・平成 30 年度に、さらに４名を配置、計８名で試行を実施。各学校の課題解決とともに、特別支援

教育、働き方改革等の課題への先進的な取組を実施。 

  

３ 試行結果 

 ・学力向上、不登校、生徒指導等、各配置校の教育課題に対して積極的に取り組み、確かな成果を挙

げている。 

 ・配置地域の各学校の教育課題を把握し、アドバイザーとして地域の校長に助言を行い、校長のマネ

ジメント力の向上とともに地域の教育力向上に貢献している。 

 ・働き方改革、小中一貫教育等、全県で取り組むべき教育課題に対して、強力な学校マネジメントを

発揮し、先進的な取組を実施している。 

 ・市町村教育委員会から、上記の成果を踏まえ、制度の拡充を望む声が寄せられている。 

 

４ 今後の方向 

・実施にあたっては、多岐にわたる教育課題への対応や、将来を見据えた学校づくりの改革が求めら

れる中、再任用校長の豊かな見識やマネジメント力を活かした具体的な役割を一層明確にする。 

・全県の教育力向上を図るために、概ね各エリアに１名、全県で 10 名程度の配置を適正規模とし、

適任者を配置する。ただし、適任者がいない場合はこの限りではない。 

 

５ 平成 31年度の実施予定 

・試行結果を踏まえ、校長再任用を制度化し、別紙要綱により実施する。 

・平成 30 年度より再任用している４名に加え、新たに６名程度の校長を再任用として配置し、合計

10名程度の配置を予定。 

 ・配置された再任用校長は、各配置校の教育課題の解決や地域の校長へのマネジメントに係る助言等

を行うとともに、地域の学力向上等の課題に取り組む。 



 

 

 


